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(57)【要約】
【課題】高速航行時におけるシフト切替操作を未然に阻
止することができ、かつ操作フィーリング性の向上され
た船舶用遠隔操作装置を提供する。
【解決手段】遠隔操作装置に、操作部材と、操作荷重を
付与する操作荷重付与機構と、操作荷重を制御する制御
部とを設ける。操作部材は、回転軸線の回りに回転自在
に支持され、操作角度に応じて船舶推進装置における前
後進切替機構のシフト位置の切り替えを行う。操作荷重
付与機構に、操作荷重を調整するアクチュエータを含め
る。そして、制御部により、船舶の船速に基づいてアク
チュエータを制御する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　船舶に搭載され、該船舶の船舶推進装置を遠隔操作する船舶用遠隔操作装置であって、
　回転軸線の回りに回転自在に支持され、操作角度に応じて前記船舶推進装置における前
後進切替機構のシフト位置の切り替えを行う操作部材と、
　前記操作部材に操作荷重を付与する操作荷重付与機構と、
　前記操作荷重を制御する制御部と、
を有し、
　前記操作荷重付与機構は、前記操作荷重を調整するアクチュエータを含み、
　前記制御部は、前記船舶の船速に基づいて前記アクチュエータを制御することを特徴と
する船舶用遠隔操作装置。
【請求項２】
　前記操作部材は、前記回転軸線の回りに所定の角度範囲内で回転自在に支持された操作
レバーと、該操作レバーの操作に伴って回転する回転部材とを含み、
　前記アクチュエータは、前記回転部材に付与する押し付け荷重を制御する、請求項１に
記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項３】
　前記操作荷重付与機構は、更に、前記回転部材に接する接触部材と、該接触部材を前記
回転部材に向かって押し付ける弾性部材とを含み、
　前記アクチュエータは、前記接触部材に対する前記弾性部材の押し付け荷重を変更する
、請求項２に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項４】
　前記回転部材は、前記接触部材が脱出可能な態様で嵌り込む複数の凹部が形成されてい
る、請求項３に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項５】
　前記接触部材は、前記回転部材に対して転がり動くように配置された円柱状部材、円筒
状部材又は球状部材であり、
　前記弾性部材は、スプリングである、請求項３又は４に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項６】
　前記船舶推進装置は、エンジンを含み、
　前記船速は、前記エンジンの回転数に基づいて決定される、請求項１ないし５のいずれ
か１項に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項７】
　前記船速は、前記船舶に装備されたピトー管、ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・
システム）、バドルホイールの少なくとも１つを含む船舶速度検知装置によって決定され
る、請求項１ないし５のいずれか１項に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項８】
　前記船舶推進装置と前記遠隔操作装置とは、有線又は無線で互いに接続されており、
　前記船速は、前記船舶推進装置において検知され、
　前記船舶推進装置からの検知信号が有線又は無線で前記遠隔操作装置に伝達される、請
求項１ないし６のいずれか１項に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項９】
　前記船舶推進装置は、エンジンを含み、
　前記操作部材は、前記操作角度に応じて前記シフト位置を切り替えると共に、前記エン
ジンのスロットル開度を変更するように構成されている、請求項１ないし８のいずれか１
項に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項１０】
　前記前後進切替機構は、前記船舶推進装置により駆動される駆動ギアと、該駆動ギアと
噛み合って駆動される前進ギア及び後進ギアと、前記前進ギア及び前記後進ギアに選択的
に噛み合うドッグクラッチとを備え、前記前進ギア及び前記後進ギアに対する前記ドッグ
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クラッチの噛み合わせを切り替えることによって前記シフト位置を切り替えるように構成
され、
　前記シフト位置は、前記ドッグクラッチが前記前進ギアに噛み合った前進シフト位置と
、前記ドッグクラッチが前記後進ギアに噛み合った後進シフト位置と、前記ドッグクラッ
チが前記前進ギア及び前記後進ギアのいずれにも噛み合わない中立シフト位置とを含む、
請求項１ないし９のいずれか１項に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項１１】
　前記船舶の船速が所定値以上のときに前記シフト位置を前記前進シフト位置又は前記後
進シフト位置から前記後進シフト位置又は前記前進シフト位置に切り替えるシフト切替操
作の際に、前記シフト切替操作に要する前記操作部材の操作荷重が、前記シフト切替操作
以外の操作に要する前記操作部材の操作荷重よりも大きくなるように、前記制御部が前記
アクチュエータを制御する、請求項１０に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項１２】
　前記船舶の船速が所定値以上のときに前記シフト位置を前記前進シフト位置又は前記後
進シフト位置から前記後進シフト位置又は前記前進シフト位置に切り替えるシフト切替操
作の際に、前記操作部材の所定の操作範囲にわたって、前記回転部材に付与する押し付け
荷重が、前記シフト切替操作以外の操作の際に前記回転部材に付与する押し付け荷重より
も大きくなるように、前記制御部が前記アクチュエータを制御する、請求項１０に記載の
船舶用遠隔操作装置。
【請求項１３】
　前記船舶の船速が所定値以上のときに前記シフト切替操作を行う際、前記シフト位置が
中立シフト位置に切り替わった時点で前記操作部材に付与される荷重が増大するように、
前記制御部が前記アクチュエータを制御する、請求項１２に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項１４】
　前記船舶の船速が所定値以上のときに前記シフト切替操作を行う際、前記シフト位置が
中立シフト位置に切り替わった時点で前記回転部材に付与する押し付け荷重が増大し、前
記シフト位置が前進シフト位置又は後進シフト位置に切り替わるまでの間は増大した前記
回転部材に付与する押し付け荷重が維持されるように、前記制御部が前記アクチュエータ
を制御する、請求項１２に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項１５】
　前記船舶の船速が所定値以上のときに前記シフト位置の切替操作を行う際、前記シフト
位置が中立シフト位置に切り替わった時点から前記回転部材に付与する押し付け荷重が増
大し、前記シフト位置が前進シフト位置又は後進シフト位置に切り替わった時点から前記
回転部材に付与する押し付け荷重が減少するように、前記制御部が前記アクチュエータを
制御する、請求項１２に記載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項１６】
　前記船舶の船速が所定値未満のときに前記シフト位置の切替操作を行う際、前記操作部
材の位置にかかわらず前記回転部材に付与する押し付け荷重が所定の低い値となるように
、前記制御部が前記アクチュエータを制御する、請求項１ないし１５のいずれか１項に記
載の船舶用遠隔操作装置。
【請求項１７】
　船体と、
　前記船体の船尾に取り付けられた船舶推進装置と、
　請求項１ないし１６のいずれか１項に記載の遠隔操作装置と
を備えた船舶。
【請求項１８】
　船舶に搭載された船舶推進装置を、シフト位置の切り替えを行う遠隔操作装置により遠
隔操作する方法であって、
　前記船舶の船速を検知するステップと、
　検知された前記船速に基づいて、前記遠隔操作装置における操作部材の操作荷重を制御
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するステップと
　を含むことを特徴とする、船舶推進装置の遠隔操作方法。
【請求項１９】
　前記操作部材の操作荷重を制御するステップは、
　前記船舶の船速が所定値以上のときにシフト位置の切替操作を行う際、少なくとも中立
位置を含む所定のシフト位置切替操作範囲における前記操作部材の最大操作荷重が、前記
所定のシフト位置切替操作範囲以外における前記操作部材の最大操作荷重よりも大きくな
るように制御する、請求項１８に記載の船舶推進装置の遠隔操作方法。
【請求項２０】
　前記操作部材の操作荷重を制御するステップは、
　前記船舶の船速が所定値未満のときに前記シフト位置の切替操作を行う際、前記操作部
材の位置にかかわらず前記操作部材に付与する押し付け荷重が所定の低い値となるように
制御する、請求項１８又は１９に記載の船舶推進装置の遠隔操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶に搭載され、船舶推進装置を遠隔操作する船舶用遠隔操作装置、及び船
舶推進装置の遠隔操作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　船舶の船体には、推進力を付与するための船外機等の船舶推進装置が取り付けられる。
例えば船外機は、エンジンを備えている。そのエンジンでプロペラブレードを回転させて
船体に推進力を発生させる。また船外機は、プロペラブレードの回転方向を変更させる前
後進切替機構を備えている。その前後進切替機構におけるシフト位置を前進シフト位置と
後進シフト位置との間で切り替えることにより、プロペラブレードの回転方向が切り替え
られる。
【０００３】
　このような船舶推進装置を遠隔制御する電子制御式の遠隔操作装置が知られている。こ
の種の電子制御式の遠隔操作装置では、操作レバーの操作角度が検知され、その検知され
た操作角度に応じて船舶推進装置が制御される。従って、操作レバー自体は、軽い操作荷
重で操作可能である。
【０００４】
　しかし、例えば高速航行時等に船体が揺れた場合などにおいても、操作レバーを所定の
操作位置に保持する必要がある。このため例えば特開２００６－６２４８１号公報（特許
文献１）では、操作レバーの操作角度が増大するに従って操作レバーの支持軸に付与する
摩擦力を増大させるようにした装置が提案されている。具体的には、この装置では、操作
レバーの支持軸を断面楕円形（カム形状）に形成し、その支持軸に対して押圧機構により
摩擦力を付与している。
【０００５】
　ところで、船舶が早い速度で航行している高速航行状態では、船外機のエンジンを保護
する観点から、前後進切替機構のシフト位置を例えば前進シフト位置から後進シフト位置
に切り替えるべきではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－６２４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記提案に係る遠隔操作装置では、高速航行時におけるシフト切替操作を未然
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に阻止することができない。即ち、上記装置は、単一の操作レバーで、エンジン出力調整
操作とシフト切替操作とを行うものであり、操作レバーの操作角度が増大するに従って操
作荷重が増大する。このような操作レバーの操作角度が大きい領域は、エンジン出力調整
操作を行う領域である。これに対して、シフト切替操作を行う領域は、操作レバーの操作
角度が小さい領域である。
【０００８】
　この装置の場合、操作角度の小さいシフト切替操作領域では、操作レバーの操作荷重が
小さくなっている。従ってこの装置では、高速航行時においてもシフト切替操作が簡単に
できてしまう。高速航行時にシフト切替操作を行う場合、とりわけ前進から後進にシフト
操作を行う場合、ドッグクラッチを採用している船外機では、シフト切替時の衝撃が大き
くなり、この衝撃が動力伝達系やエンジンへ伝達されてしまうという問題がある。
【０００９】
　もっとも高速航行時にシフト切替操作を行った場合であってもエンジンを保護するため
に、実際のシフト切替操作を、エンジン回転数が所定値より低下した後に行うように制御
する方法が知られている。
【００１０】
　この制御方法によれば、高速航行時のシフト切替操作に起因するエンジントラブルの発
生が未然に防止される。しかし、操作レバーによるシフト切替操作に対して実際のシフト
切替が遅れるため、操作フィーリング性は必ずしも良好なものではなかった。このような
ことから高速航行時におけるシフト切替操作を未然に阻止でき、しかも操作フィーリング
性の良好な遠隔操作装置の出現が望まれていた。
【００１１】
　本発明の目的は、高速航行時におけるシフト切替操作を未然に阻止することができ、し
かも操作フィーリング性がより一層向上された船舶用遠隔操作装置及び遠隔操作方法を提
供することにある。本発明の他の目的及び利点は、以下の好ましい実施形態から明らかに
なるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る船舶用遠隔操作装置は、船舶に搭載され、該船舶の船舶推進装置を遠隔操
作するものである。この船舶用遠隔操作装置は、操作部材と、操作荷重付与機構と、制御
部と、アクチュエータとを有する。前記操作部材は、回転軸線の回りに回転自在に支持さ
れ、操作角度に応じて前記船舶推進装置における前後進切替機構のシフト位置の切り替え
を行う。前記操作荷重付与機構は、前記操作部材に操作荷重を付与する。また、前記制御
部は、前記操作荷重を制御する。前記操作荷重付与機構は、前記操作荷重を調整するアク
チュエータを含む。そして、前記制御部は、前記船舶の船速に基づいて、前記アクチュエ
ータを制御するように構成されている。
【００１３】
　上記船舶用遠隔操作装置は、好ましくは、以下のように構成される。操作部材は、操作
レバーと、その操作に伴って回転する回転部材とを含む。操作レバーは、回転軸線の回り
に所定の角度範囲内で回転自在に支持される。そして、前記アクチュエータは、前記回転
部材に付与する押し付け荷重を制御する。このアクチュエータの制御により、操作レバー
の操作荷重を任意に変更できる。
【００１４】
　前記操作荷重付与機構は、好ましくは、以下のように構成される。操作荷重付与機構は
、更に、前記回転部材の周面に接する接触部材と、この接触部材を回転部材に向かって押
し付ける弾性部材とを含む。そして、アクチュエータは、接触部材に対する弾性部材の押
し付け荷重を変更する。この構成によれば、接触部材が、弾性部材によって回転部材に押
し付けられる。またアクチュエータが制御されると、接触部材に対する押し付け荷重が変
更され、ひいては回転部材に対する接触部材の押し付け荷重が変更される。従って、アク
チュエータの制御により、操作レバーの操作荷重の大きさ及び操作荷重を変更するタイミ
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ングを制御できる。
【００１５】
　前記回転部材は、好ましくは、以下のように構成される。回転部材は、接触部材が脱出
可能な態様で嵌り込む複数の凹部（以下、「ノッチ」ともいう）を有する。これら凹部に
接触部材が選択的に嵌り込むことによって操作レバーが位置決めされる。またこの位置決
め状態から接触部材が凹部から脱出する際に大きな操作荷重が必要となる。従って、回転
部材に対する接触部材の押し付け荷重を変更することによって、凹部に対応する位置にお
ける操作部材の操作荷重を変更できる。
【００１６】
　前記接触部材は、好ましくは、前記回転部材に対して転がり動くように配置された円柱
状部材、円筒状部材又は球状部材で構成される。また、前記弾性部材は、好ましくは、ス
プリングで構成される。
【００１７】
　前記船舶推進装置は、エンジンを含み、前記船速は、エンジンの回転数に基づいて決定
されるものとしても良い。あるいは、前記船速は、船舶速度検知装置によって決定されて
も良い。船舶速度検知装置は、例えば船舶に装備されたピトー管、ＧＰＳ（グローバル・
ポジショニング・システム）、又はバドルホイールであっても良い。
【００１８】
　前記船舶推進装置と前記遠隔操作装置とは、有線又は無線で互いに接続され、前記船速
が船舶推進装置において検知されるようにしても良い。この場合、船舶推進装置からの検
知信号は、有線又は無線で遠隔操作装置に伝達される。また、遠隔操作装置からの制御信
号も有線又は無線で船舶推進装置に伝達される。
【００１９】
　前記船舶推進装置がエンジンである場合、前記操作部材は、操作角度に応じてシフト位
置切替操作及びエンジンのスロットル開度変更操作を行うものであっても良い。
【００２０】
　前記前後進切替機構は、駆動ギアと、前進ギアと、後進ギアと、ドッグクラッチとを備
えるものであっても良い。駆動ギアは、船舶推進装置により駆動される。前進ギア及び後
進ギアは、駆動ギアと噛み合ってこの駆動ギアにより駆動される。ドッグクラッチは、前
進ギア又は後進ギアに選択的に噛み合う。この前後進切替機構により、前進ギア及び後進
ギアに対するドッグクラッチの噛み合わせを切り替えることによって、シフト位置が切り
替えられる。シフト位置は、前進シフト位置と、後進シフト位置と、中立シフト位置とを
含む。前進シフト位置は、ドッグクラッチが前進ギアに噛み合う位置である。後進シフト
位置は、ドッグクラッチが後進ギアに噛み合う位置である。中立シフト位置は、ドッグク
ラッチが前進ギア及び後進ギアのいずれにも噛み合わない位置である。
【００２１】
　前記制御部は、船舶の船速が所定値以上のときにシフト位置を前進（又は後進）シフト
位置から後進（又は前進）シフト位置に切り替えるシフト切替操作の際に、以下のように
アクチュエータを制御しても良い。即ち、シフト切替操作の際に要する操作部材の操作荷
重が、そのシフト切替操作以外の操作に要する操作部材の操作荷重よりも大きくなるよう
に、アクチュエータを制御する。
【００２２】
　あるいは前記制御部は、船舶の船速が所定値以上のときに上記シフト切替操作を行う際
に、以下のようにアクチュエータを制御しても良い。即ち、前記操作部材の所定のシフト
切替操作範囲にわたって、前記回転部材に付与する押し付け荷重が、前記シフト切替操作
以外の操作の際に前記回転部材に付与する押し付け荷重よりも大きくなるように、アクチ
ュエータを制御する。
【００２３】
　あるいは前記制御部は、船舶の船速が所定値以上のときに上記シフト切替操作を行う際
に、以下のようにアクチュエータを制御しても良い。即ち、前後進切替機構におけるシフ
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ト位置が中立シフト位置に切り替わった時点で、操作部材に付与される荷重が増大するよ
うにアクチュエータを制御する。
【００２４】
　あるいは前記制御部は、船舶の船速が所定値以上のときに上記シフト切替操作を行う際
に、以下のようにアクチュエータを制御しても良い。即ち、前後進切替機構におけるシフ
ト位置が中立シフト位置に切り替わった時点で前記回転部材に付与する押し付け荷重を増
大させる。そして、その増大した押し付け荷重を、シフト位置が前進（又は後進）シフト
位置に切り替わるまで維持する。
【００２５】
　あるいは前記制御部は、船舶の船速が所定値以上のときに上記シフト切替操作を行う際
に、以下のようにアクチュエータを制御しても良い。即ち、前後進切替機構におけるシフ
ト位置が中立シフト位置に切り替わった時点で前記回転部材に付与する押し付け荷重を増
大させる。そしてその増大した押し付け荷重を、シフト位置が前進（又は後進）シフト位
置に切り替わった時点で減少させる。
【００２６】
　あるいは前記制御部は、船舶の船速が所定値未満のときに上記シフト位置の切替操作を
行う際に、アクチュエータを以下のように制御しても良い。即ち、操作部材の操作位置に
かかわらず操作部材の回転部材に付与する押し付け荷重が一定となるようにアクチュエー
タを制御する。
【００２７】
　本発明の他の側面によると、船体と、その船体の船尾に取り付けられた船舶推進装置と
、前述したいずれかの遠隔操作装置とを備えた船舶が提供される。
【００２８】
　本発明の更に他の側面によると、船舶に搭載された船舶推進装置を、シフト位置の切り
替えを行う遠隔操作装置により遠隔操作する方法が提供される。この方法は、船舶の船速
を検知するステップと、検知された船速に基づいて遠隔操作装置における操作部材の操作
荷重を制御するステップとを含む。
【００２９】
上記方法において、前記操作部材の操作荷重を制御するステップは、船舶の船速が所定値
以上のときにシフト位置の切替操作を行う際に、以下のように制御するものであっても良
い。即ち、所定のシフト位置切替操作範囲における前記操作部材の最大操作荷重が、その
所定シフト位置切替操作範囲以外における操作部材の最大操作荷重よりも大きくなるよう
に制御する。
【００３０】
また、前記操作部材の操作荷重を制御するステップは、船舶の船速が所定値未満のときに
操作部材によりシフト切替操作を行う際に、前記操作部材の位置にかかわらず前記操作部
材に付与する押し付け荷重を一定に制御するものであっても良い。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明に係る船舶用遠隔装置においては、制御部が船舶の船速に基づいてアクチュエー
タを制御して操作部材の操作荷重を調整するものである。従って、例えば船舶の航行速度
が所定値以上の高速航行時に、操作部材の操作荷重が所定のシフト切替操作範囲内で大き
くなるようにアクチュエータを制御すると、高速航行時におけるシフト切替操作を未然に
防止できる。一方、船舶の航行速度が所定値未満の低速航行時に、操作部材の操作荷重が
所定のシフト切替操作範囲内で上述した高速航行時における操作荷重よりも小さい値とな
るようにアクチュエータを制御すると、軽くシフト切り替えを行うことができる。
【００３２】
　また、本発明は、船速に基づいて操作荷重を調整するようにアクチュエータを制御する
ものであり、操作部材によるシフト切替操作と実際のシフト切替とを応答遅れなく一致さ
せることができる。
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【００３３】
　従って、本発明によれば、高速航行時におけるシフト切替操作を未然に阻止できると共
に、操作フィーリング性をより一層向上することができる。
【００３４】
　また、本発明に係る船舶推進装置の遠隔操作方法によっても、上述した効果と同様の効
果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る船舶用遠隔操作装置を備えた船舶の概略構成を
示す平面図である。
【図２】図２は、本発明の遠隔操作装置の制御システムの概要を示す説明図である。
【図３】図３は、船外機の側面図である。
【図４】図４は、操作レバーの操作の説明図である。
【図５】図５は、遠隔操作装置の縦断面図である。
【図６】図６は、操作レバーに沿って切断した遠隔操作装置の縦断面図である。
【図７】図７は、図６に枠で囲んだ部分Ａの拡大断面図である。
【図８】図８は、遠隔操作装置の回転部材における凹部の形成位置を示す説明図である。
【図９】図９は、操作レバーの位置に対するディテント荷重の制御の一例を示したグラフ
である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、船速が所定値未満である場合における、操作レバーの位置と操
作荷重との関係を示すグラフである。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、船速が所定値以上である場合における、操作レバーの位置と操
作荷重との関係を示すグラフである。
【図１１】図１１は、本発明に係る一実施形態における船舶推進装置の遠隔操作方法のフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明を好ましい実施形態に基づいて図面を参照しつつ説明する。図１は、本発
明の一実施形態に係る船舶の概略構成を示す。図２は、本発明の遠隔操作装置の制御シス
テムの概要を示す。
【００３７】
　図１に示すように、船舶Ｖは、船体Ｈを有する。この船体Ｈには、その船尾Ｔに船舶推
進装置１が取り付けられている。この実施形態において、船舶推進装置１は、船外機であ
る。この船外機１は、船体Ｈに推進力を付与する。この船体ＨのコックピットＣＰには、
図１に示すように、操舵部材２０と、遠隔操作装置３０と、表示部Ｄとが備えられている
。
【００３８】
　前記操舵部材２０は、ステアリングホイールＷを有する。このステアリングホイールＷ
の回転操作により船体Ｈの船尾Ｔに取り付けられた船外機１の向きが左右方向に変更され
、これにより船体Ｈの進行方向が変更される。
【００３９】
　前記遠隔操作装置３０は、船尾Ｔに設けられた船外機１等をコックピットＣＰから遠隔
操作するものである。また前記表示部Ｄは、例えば船舶Ｖの船速、遠隔操作装置３０の操
作状態、船外機１の運転情報等の各種情報を表示するものである。
【００４０】
　図２に、本発明の実施形態に係る遠隔操作装置３０の制御システムの概要を示す。この
システムは、船外機１及び遠隔操作装置３０を含む。遠隔操作装置３０は、操作部４０と
、操作荷重付与機構５０と、制御部６０とを備えている。操作部４０は、操作レバーＬを
有する。操作荷重付与機構５０は、操作レバーＬに操作荷重を付与するものである。制御
部６０は、操作レバーＬの操作荷重を制御するものであり、第一電子制御ユニットECU1を
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有する。制御部６０は、通信ケーブルＣ１を介して船外機１に接続されている。またこの
制御部６０は、通信ケーブルＣ２を介して表示部Ｄに接続されている。図２において、符
号７０は、ハブを示し、符号８０は、スイッチパネルを示す。
【００４１】
　このシステムにおいて、遠隔操作装置３０の操作部４０を操作することによって、例え
ば、船外機１のエンジンＥの回転数が変更され、また船外機１の推進力発生方向が前後に
切り替えられる。また船外機１のエンジンＥの回転数等の運転状態情報は、通信ケーブル
Ｃ１を介して、遠隔操作装置３０の制御部６０に入力される。制御部６０は、入力された
情報に基づいて、予め保存されたプログラムに従って操作荷重付与機構５０を制御する。
【００４２】
　先ず、船外機１について説明する。船外機１は、図３に示すように、下部にロワーケー
シング２を有する。このロワーケーシング２には、複数枚のプロペラブレードｐｂを有す
るプロペラユニットＰＵが取り付けられている。またこのロワーケーシング２内には、前
後進切替機構３、プロペラシャフト４が設けられている。ロワーケーシング２上には、ア
ッパーケーシング６が固定されている。アッパーケーシング６内には、ドライブシャフト
５が上下方向に延びるように配置されている。またアッパーケーシング６上には、エンジ
ンＥが搭載されている。またこの船外機１は、エンジンＥ等を制御する第二電子制御ユニ
ットECU2を装備している。この船外機１は、船舶Ｖの船尾Ｔに懸架装置８を介して取り付
けられている。
【００４３】
　この船外機１において、エンジンＥの回転力は、アッパーケーシング６内に配置された
ドライブシャフト５を介して、ロワーケーシング２内の前後進切替機構３に伝えられる。
この前後進切替機構３に伝達された駆動力は、プロペラシャフト４を介してプロペラブレ
ードｐｂに伝達される。プロペラシャフト４の回転方向、即ちプロペラブレードｐｂの回
転方向は、前後進切替機構３により切り替えられる。
【００４４】
　前後進切替機構３は、ドライブシャフト５の下端に固定されたベベルギアからなる駆動
ギア３ａを有する。また、前後進切替機構３は、前進ギア３ｂと後進ギア３ｃとを有する
。これら前進ギア３ｂ及び後進ギア３ｃは、プロペラシャフト４に取り付けられている。
更に、この前後進切替機構３は、前進ギア３ｂと後進ギア３ｃとの間に配置されたドッグ
クラッチ３ｄを有する。
【００４５】
　このドッグクラッチ３ｄは、プロペラシャフト４に対してスプライン結合されている。
即ち、ドッグクラッチ３ｄは、プロペラシャフト４に対してその軸線方向に移動できる。
しかし、ドッグクラッチ３ｄは、プロペラシャフト４に対してその周方向には相対回転で
きない。
【００４６】
　ドライブシャフト５に対して平行に上下方向に延びるようにシフトロッド１５が配置さ
れている。このシフトロッド１５は、その上部に配置された駆動装置１６により回転駆動
される。このシフトロッド１５の回転駆動に伴ってドッグクラッチ３ｄが、プロペラシャ
フト４の軸線方向に沿って移動する。この移動によって、ドッグクラッチ３ｄは、前進ギ
ア３ｂと噛み合う前進シフト位置と、後進ギア３ｃと噛み合う後進シフト位置と、いずれ
のギアとも噛み合わない中立シフト位置とに切り替えられる。
【００４７】
　ドッグクラッチ３ｄが前進シフト位置にあるとき、前進ギア３ｂの回転がドッグクラッ
チ３ｄを介してプロペラシャフト４に伝達される。このプロペラシャフト４の回転に伴っ
てプロペラブレードｐｂが船舶Ｖを前進させる方向に回転する。一方、ドッグクラッチ３
ｄが後進シフト位置にあるときには、後進ギア３ｃの回転がドッグクラッチ３ｄを介して
プロペラシャフト４に伝達される。後進ギア３ｃは、前進ギア３ｂとは逆方向に回転する
ため、プロペラシャフト４は逆方向に回転する。従って、プロペラブレードｐｂは、反対
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方向、即ち船舶Ｖを後進させる方向に回転する。また、ドッグクラッチ３ｄが中立シフト
位置にあるとき、ドッグクラッチ３ｄは前進ギア３ｂ及び後進ギア３ｃのいずれとも噛み
合っていない。従って、ドライブシャフト５の回転駆動力はプロペラシャフト４には伝達
されない。よってプロペラブレードｐｂも、いずれの方向にも回転しない。
【００４８】
　このドッグクラッチ３ｄが、前進ギア３ｂ及び後進ギア３ｃのいずれとも噛み合ってい
ない状態からシフトロッド１５の回転駆動により前進ギア３ｂ又は後進ギア３ｃのいずれ
かと噛み合うときに衝撃が発生する。このときの衝撃の大きさは、船舶が高速で航行して
いるときの方が低速で航行しているときよりも大きくなる。
【００４９】
　前後進切替機構３は、遠隔操作装置３０によって遠隔操作される。即ち、遠隔操作装置
３０の操作部４０が操作されると、その操作角度に応じた指令が遠隔操作装置３０の第一
電子制御ユニットECU1を介してエンジンＥの第二電子制御ユニットECU2に入力される。す
ると、この第二電子制御ユニットECU2は、駆動装置１６に指令を出す。これにより、シフ
トロッド１５が回転駆動され、前後進切替機構３におけるシフト位置が切り替わる。この
ように操縦者は、遠隔操作装置３０を軽く操作するだけで前後進切替機構３のシフト位置
、ひいてはプロペラブレードｐｂの回転方向を切り替えることができる。
【００５０】
　前記遠隔操作装置３０は、操作レバーＬを備えている。この操作レバーＬは、本発明に
おける操作部材に対応する。この操作レバーＬは、この実施形態では、１本のレバー部材
からなり、エンジンＥの回転数の調整とシフト切替操作とを単一のレバー部材で行うよう
に構成されている。
【００５１】
　次に、操作レバーＬによる操作について説明する。ここでは、エンジンＥが作動してい
る状態を想定している。図４に示すように、例えば操作レバーＬがほぼ鉛直に直立した中
立位置Ｎにあるとき、前後進切替機構３におけるシフト位置は中立（ニュートラル）シフ
ト位置となる。即ち、ドッグクラッチ３ｄが前進ギア３ｂ及び後進ギア３ｃのいずれとも
噛み合わない状態にある。従って、プロペラブレードｐｂは回転しない。
【００５２】
　この状態から、操作レバーＬが前進シフトイン位置Finまで前方（図４では反時計回り
方向）に傾けられると、前後進切替機構３のシフト位置が前進シフト位置に切り替わる。
即ち、ドッグクラッチ３ｄが前進ギア３ｂと噛み合った状態となる。従って、プロペラブ
レードｐｂが、船体Ｈを前進させる方向に回転する。
【００５３】
　その状態から操作レバーＬが更に前方に傾けられると、エンジンＥの回転数が操作レバ
ーＬの傾きに応じて上昇する。操作レバーＬは最も前方のFfull位置まで回転操作可能と
なっている。
【００５４】
　一方、操作レバーＬが、上述のように前方に傾けられた状態から中立位置Ｎに向かって
戻されると、エンジンＥの回転数が低下する。操作レバーＬが前進シフトアウト位置Fout
まで戻されると、前後進切替機構３におけるシフト位置が前進シフト位置から中立シフト
位置に切り替わる。即ち、ドッグクラッチ３ｄと前進ギア３ｂとの噛み合いが解除されて
、ドッグクラッチ３ｄが前進ギア３ｂ及び後進ギア３ｃのいずれとも噛み合わない状態に
なる。
【００５５】
　一方、操作レバーＬが、ほぼ鉛直に直立した中立位置Ｎから後進シフトイン位置Rinま
で後方（図４において時計回り方向）に傾けられると、前後進切替機構３におけるシフト
位置が、中立シフト位置から後進シフト位置に切り替わる。即ち、ドッグクラッチ３ｄが
後進ギア３ｃと噛み合う。従って、プロペラブレードｐｂが、船体Ｈを後進させる方向に
回転する。
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【００５６】
　その状態から操作レバーＬが更に後方に傾けられると、エンジンＥの回転数は、操作レ
バーＬの傾きに応じて上昇する。操作レバーＬは最も後方のRfull位置まで回転操作可能
となっている。
【００５７】
　一方、操作レバーＬが、上述のように後方に傾けられた状態から中立位置Ｎに向かって
戻されると、エンジンＥの回転数が低下する。操作レバーＬが後進シフトアウト位置Rout
まで戻されると、前後進切替機構３におけるシフト位置が後進シフト位置から中立シフト
位置に切り替わる。即ち、ドッグクラッチ３ｄと後進ギア３ｃとの噛み合いが解除されて
、ドッグクラッチ３ｄが前進ギア３ｂ及び後進ギア３ｃのいずれとも噛み合わない状態に
なる。
【００５８】
　図４に示すように、操作レバーＬの操作方向によって、シフトが中立となる操作レバー
Ｌの中立範囲Tnが異なる。また図４から明らかなように、操作レバーＬの操作方向に拘わ
らず、操作レバーＬが前進シフトアウト位置Foutと後進シフトアウト位置Routとの間にあ
るときは、シフトは常に中立シフト位置である。即ち、ドッグクラッチ３ｄは前進ギア３
ｂ及び後進ギア３ｃのいずれとも噛み合わない状態である。この実施形態においては、こ
のようにシフトが常に中立シフト位置となる範囲で、船速が大きい場合には、後述するよ
うに操作レバーの操作荷重が大きくなるように制御するものである。
【００５９】
　この実施形態においては、単一の操作レバーＬの操作により、エンジンＥの回転数の調
整（即ち、エンジンＥのスロットル開度の調整、ひいては船舶Ｖの速度調整）と前後進切
替機構３によるシフト切替操作とが行われる。もっとも、本発明は、上述したような構成
に限定されるものではない。本発明は、エンジンＥの回転数の調整と前後進切替機構３に
よるシフト切替操作とを２つの操作部材（操作レバー）で別々に行うようにしたものをも
含む。この場合、本発明は、シフト切替操作を行う操作部材（操作レバー）に適用される
。また、この実施形態では、遠隔操作装置３０は、通信ケーブルＣ１で船舶推進装置（船
外機）１に接続（有線接続）されている。しかし、遠隔操作装置３０は、例えばワイヤレ
スで船舶推進装置（船外機）１に接続（無線ネットワーク接続）されても良い。
【００６０】
　次に、遠隔操作装置３０の構成について説明する。図５に示すように、この遠隔操作装
置３０は、単一の操作レバーＬを有する。この操作レバーＬは、その下端部の回転軸線Ｘ
を中心に所定の角度範囲内で回転可能である。この操作レバーＬは、図６に示すように、
回転軸線Ｘからその半径方向に延びたレバー本体部３１ａを有する。このレバー本体部３
１ａの上部からグリップ部３１ｂが水平方向に向かって一体的に延びている。このグリッ
プ部３１ｂの基端部には、船外機１の懸架装置８を制御するためのスイッチＳＷが取り付
けられている。
【００６１】
　操作レバーＬのレバー本体部３１ａの下端部には、回転軸線Ｘに沿って延びた回転部材
３２がボルトＢで固定されている。この回転部材３２は、ケーシング部材Ｃに対して、回
転軸線Ｘの回りに回転自在な態様で取り付けられている。
【００６２】
　前記回転部材３２は、回転軸線Ｘに沿って延びた軸部３３と、その一端側（図６の右側
）に一体的に形成された相対的に大きな半径を有する径大部３４とを有する。従って、操
作レバーＬを回転軸線Ｘの回りに回転させると、回転部材３２が回転する。この実施形態
では、後述するように、この回転部材３２に付与する押し付け荷重を制御している。もっ
とも、本発明においては、上記回転部材３２に連動して回転する他の回転部材に対して押
し付け荷重を付与し、この押し付け荷重を制御するようにしても良い。
【００６３】
　またこの遠隔操作装置３０は、回転部材３２の回転角度、ひいては操作レバーＬの操作
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角度を検知するための回転センサＲＳ（図４参照）が取り付けられている。この回転セン
サＲＳからの検知信号は、制御部６０を構成する第一電子制御ユニットECU1に出力される
。この検知信号に基づいて、第一電子制御ユニットECU1は、制御信号を生成し、この制御
信号を船外機１のエンジン用の第二電子制御ユニットECU2に出力する。第二電子制御ユニ
ットECU2は、その制御信号に基づいてエンジンＥの回転数を制御する。またこの第二電子
制御ユニットECU2は、前記制御信号に基づいて、前後進切替機構３のシフト切替も制御す
る。
【００６４】
　一方、船外機１の第二電子制御ユニットECU2は、図２に示すように、エンジンＥの回転
数等の情報を収集し、その情報を通信ケーブルＣ１を介して、遠隔操作装置３０の第一電
子制御ユニットECU1に送信する。すると、この第一電子制御ユニットECU1は、第二電子制
御ユニットECU2からの情報に基づいて、操作荷重付与機構５０を制御する。これにより操
作部４０の操作レバーＬの操作荷重が制御される。この操作レバーＬの具体的な操作荷重
の制御については、後述する。
【００６５】
　図５に示すように、回転部材３２の下方には、操作レバーＬに操作荷重を付与するため
の操作荷重付与機構５０が配置されている。この操作荷重付与機構５０は、図７に拡大し
て示すように、ディテントローラ５１、ローラ押え部材５２、ディテントスプリング５３
、及びアクチュエータ５４を有する。ディテントローラ５１は、本発明における接触部材
の一例である。また、ディテントスプリング５３は、本発明における弾性部材の一例であ
る。
【００６６】
　ディテントローラ５１は、回転部材３２の径大部３４における外周面３４ａに接触する
ように配置されている。ディテントローラ５１は、円柱状部材である。このディテントロ
ーラ５１は、ローラ押え部材５２の上部に形成された凹部５２ａに回転自在に嵌め込まれ
ている。
【００６７】
　ローラ押え部材５２は、その下端に半径が相対的に小さく形成された径小部５２ｂを有
する。この径小部５２ｂにコイルスプリングからなるディテントスプリング５３の上端部
が嵌め合わされている。このディテントスプリング５３の下部には、アクチュエータ５４
が配置されている。
【００６８】
　このアクチュエータ５４は、本体部５４ａと、その上端の周囲に外方突出状に形成され
たフランジ部５４ｂとを有する。フランジ部５４ｂが複数本のスクリューＳによってケー
シング部材Ｃに固定されている。また、アクチュエータ５４は、本体部５４ａの上端面か
ら上下移動自在な態様で上方に突出した可動部５４ｃを有する。この可動部５４ｃには、
筒状のブッシュ部材５５が嵌め合わされている。このブッシュ部材５５がディテントスプ
リング５３の下端に接触状態に配置されている。
【００６９】
　ディテントローラ５１は、ローラ押え部材５２を介してディテントスプリング５３によ
って、回転部材３２の径大部３４における外周面３４ａに対して常時押え付けられた状態
となっている。また、ディテントローラ５１は、回転部材３２の径大部３４が回転軸線Ｘ
の回りに回転すると、径大部３４の外周面３４ａに対して転がり動く。
【００７０】
　回転部材３２の径大部３４は、回転軸線Ｘの方向からみて真円形に形成されている。従
って、操作レバーＬの回転位置に拘わらず、ディテントローラ５１による押圧力は一定で
ある。この実施形態においては、更にアクチュエータ５４が設けられている。
【００７１】
　アクチュエータ５４の可動部５４ｃは、アクチュエータ５４が作動されていないときに
は、本体部５４ａから所定量だけ上方に突出した状態となっている。アクチュエータ５４
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が作動されると、可動部５４ｃはディテントローラ５１に向かって更に突出する。アクチ
ュエータ５４が作動されて、可動部５４ｃが更に突出すると、ディテントスプリング５３
はその分だけ圧縮される。従って、回転部材３２における径大部３４の外周面３４ａに対
する、ディテントローラ５１の押し付け荷重（以下、この押し付け荷重を「ディテント荷
重」という）が増加する。
【００７２】
　アクチュエータ５４としては、ソレノイドにより可動部５４ｃを作動させるソレノイド
式のものが好適に用いられる。このソレノイド式の場合には、アクチュエータ５４が故障
した場合であっても、可動部５４ｃが元の位置に戻るためディテント荷重を小さい状態に
維持できる。もっとも、本発明においては、アクチュエータ５４は、例えばモータを用い
たものであっても良い。
【００７３】
　なお、この実施形態においては、回転部材３２の周面に接する接触部材として、円柱状
のディテントローラ５１が用いられている。しかし、本発明においては、接触部材として
、他に例えば円筒状部材や球状部材を用いても良く、あるいはまた回転部材３２の周面を
転がるように動かない部材を用いても良い。
【００７４】
　この実施形態では、図８に示すように、回転部材３２の径大部３４の外周面３４ａに複
数の凹部からなるノッチＮｎ、Ｆｎ及びＲｎが形成されている。具体的には、この実施形
態では、ニュートラルノッチＮｎ、フォワードノッチＦｎ及びリバースノッチＲｎの３つ
のノッチが形成されている。これらノッチＮｎ、Ｆｎ及びＲｎには、回転部材３２の回転
に伴って、接触部材としてのディテントローラ５１が脱出可能な態様で選択的に嵌り込む
。ディテントローラ５１がいずれかのノッチＮｎ、Ｆｎ及びＲｎに嵌り込んだときに、操
作レバーＬにノッチ感が付与されると共に、操作レバーＬが、ノッチＮｎ、Ｆｎ及びＲｎ
に対応した所定の位置で一時的に保持される。
【００７５】
　各ノッチＮｎ、Ｆｎ及びＲｎは、ディテントローラ５１が脱出可能な態様で嵌り込むよ
うな寸法及び形状に設定されている。この実施形態では、これらノッチＮｎ、Ｆｎ及びＲ
ｎは、いずれも断面が弧状に形成されているが、例えば断面がＶ字状等に形成されたもの
であっても良い。
【００７６】
　この実施形態においては、具体的には、ニュートラルノッチＮｎは、操作レバーＬが中
立位置Ｎにあるときに、ディテントローラ５１が嵌り込む位置に形成されている。また、
フォワードノッチＦｎは、操作レバーＬが前進シフトイン位置Finより前進側に少し越え
た位置にあるときに、ディテントローラ５１が嵌り込む位置に形成されている。更に、リ
バースノッチＲｎは、操作レバーＬが後進シフトイン位置Rinより後進側に少し越えた位
置にあるときに、ディテントローラ５１が嵌り込む位置に形成されている。
【００７７】
　ディテントローラ５１は回転部材３２の径大部３４の外周面３４ａを転がり動くように
構成されている。従って、ディテント荷重が変化しても、ノッチに対応する位置以外では
操作レバーＬの操作荷重はほぼ一定の小さい値である。しかし、ディテント荷重が増減す
ると、それに応じてノッチＮｎ、Ｆｎ又はＲｎが形成された位置においてノッチＮｎ、Ｆ
ｎ又はＲｎに嵌まり込んだディテントローラ５１をそのノッチから脱出させるために要す
る操作レバーＬの操作荷重が増減する。
【００７８】
　次に、操作レバーＬの操作荷重の制御について説明する。図９において、縦軸はディテ
ント荷重の大きさを示し、横軸は操作レバーＬの位置を示す。
【００７９】
　この実施形態では、アクチュエータ５４を制御することによってディテント荷重を図９
に示すように制御している。この制御により、図１０Ａ及び図１０Ｂに示すように、ノッ
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チＮｎ、Ｆｎ又はＲｎに嵌まり込んだディテントローラ５１をそのノッチから脱出させる
ために要する操作レバーＬの操作荷重が変更される。以下、操作レバーＬの操作荷重の制
御について、具体的に説明する。
【００８０】
　なお、図９において、横軸は操作レバーＬの位置を示し、縦軸はディテント荷重を示す
。横軸において、中立位置Ｎより右側は、操作レバーＬの後進側への傾きの方向（図４に
おける時計回り方向）を示す。中立位置Ｎより左側は、操作レバーＬの前進側への傾きの
方向（図４における反時計回り方向）を示す。また太い実線は、船舶Ｖの船速が予め定め
られた値以上の場合におけるディテント荷重の制御を示す。一方、太い破線は、船舶Ｖの
船速が予め定められた値より小さい場合におけるディテント荷重の制御を示す。
【００８１】
　また、図９において線の重複をさけるために、船舶Ｖの船速が予め定められた値より小
さい場合におけるディテント荷重が、船舶Ｖの船速が予め定められた値以上の場合におけ
るディテント荷重の最低値よりも小さく示されている。しかし、これらの値は同じ値とし
ても良い。更に、図９に示す実施形態では、速度大の場合と速度小の場合の２通りのパタ
ーンを例示している。しかし、本発明においては、更に複数の異なる船速に応じてディテ
ント荷重を変更するようにしても良い。この場合、船速が大きくなるほどディテント荷重
を大きく設定することが好ましい。
【００８２】
　操作レバーＬの操作荷重の制御は、以下のようにして行われる。まず船外機１に搭載さ
れた第二電子制御ユニットECU2が、エンジンＥの回転数を検知する。そしてこの第二電子
制御ユニットECU2は、検知したエンジン回転数の情報を通信ケーブルＣ１を介して遠隔操
作装置３０の第一電子制御ユニットECU1に送信する。この情報を受け取った第一電子制御
ユニットECU1は、エンジンＥの回転数が予め定めたエンジン回転数より低いか否かを判断
する。一方、回転センサＲＳが、操作レバーＬの操作角度を検知する。この検知信号は、
第一電子制御ユニットECU1に入力される。そして、第一電子制御ユニットECU1は、予め保
存されたプログラムに従って、船速および操作レバーＬの位置（操作角度）に応じてアク
チュエータ５４を制御する。
【００８３】
　まず、船舶Ｖが予め定められた船速よりも遅い速度で航行している場合を想定する。
【００８４】
　この場合、第一電子制御ユニットECU1は、エンジンＥの回転数が予め定めたエンジン回
転数より低いと判断する。するとこの第一電子制御ユニットECU1は、操作レバーＬの位置
（操作角度）に拘わらず、アクチュエータ５４をオフの状態に維持する。これにより、図
９に破線で示すように、ディテント荷重は操作レバーＬの位置（操作角度）に拘わらず、
一定の低い値に維持される。
【００８５】
　図１０Ａに船速が所定値未満の場合の操作レバーＬの位置と操作荷重の関係を示す。デ
ィテントローラ５１がフォワードノッチＦｎ、ニュートラルノッチＮｎ又はリバースノッ
チＲｎに嵌り込む位置に対応して、操作レバーＬの操作荷重が増大している。各ノッチ位
置で必要となる操作荷重は、ディテントスプリング５３の強さや各ノッチＦｎ、Ｎｎ及び
Ｒｎの形状、深さ等により設定される。なお、ディテントローラ５１がフォワードノッチ
Ｆｎ及びリバースノッチＲｎに嵌り込む位置おける操作レバーＬの操作荷重がレバー操作
方向に応じて異なるように、ノッチの形状が非対称形状に設定されている。
【００８６】
　次に、船舶Ｖが、予め定められた船速以上の速い速度で航行している場合を想定する。
【００８７】
　この場合も上述の場合と同様に、第一電子制御ユニットECU1が、エンジン回転数が予め
定めた値以上か否かを判断する。そしてエンジン回転数が予め定めたエンジン回転数以上
であると判断された場合、第一電子制御ユニットECU1は、図９の実線で示すように操作レ
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バーＬの位置（操作角度）に応じてアクチュエータ５４を制御する。
【００８８】
　図９に示すように、操作レバーＬがFfull位置とFin位置との間（ディテントローラ５１
がフォワードノッチFnに嵌り込む位置を含む）に位置する場合及びRin位置とRfull位置と
の間（ディテントローラ５１がリバースノッチRnに嵌り込む位置を含む）に位置する場合
には、ディテント荷重が低い値を維持するように制御される。一方、操作レバーＬの位置
がFout位置とRout位置との間（ディテントローラ５１がニュートラルノッチNnに嵌り込む
位置を含む）に位置する場合には、アクチュエータ５４を駆動することによりディテント
荷重が高い値となるように制御される。
【００８９】
　図１０Ｂに船速が所定値以上の場合の操作レバーＬの位置と操作荷重の関係を示す。図
１０Ｂでは、図１０Ａに示す場合と比べてディテントローラ５１がニュートラルノッチNn
に嵌り込む位置における操作荷重が増大している。これは、図９に示すように、操作レバ
ーＬの位置がディテントローラ５１がニュートラルノッチNnに嵌り込む位置の前後では、
ディテント荷重が高い値となるように制御されており、ディテントローラ５１がニュート
ラルノッチＮｎから脱出するために要する荷重が増大しているからである。なお、ディテ
ントローラ５１がフォワードノッチＦｎ及びリバースノッチＲｎに嵌り込む位置では、デ
ィテント荷重は、図１０Ａに示す場合と同様の値である。これらの位置では、アクチュエ
ータ５４がオフの状態であり、ディテント荷重が所定の低い値になっているからである。
【００９０】
　なお、図９に示すように、ディテント荷重が高い値と低い値との間の遷移状態における
ディテント荷重の制御はヒステリシスにしても良い。即ち、操作レバーが前進シフト位置
又は後進シフト位置から中立シフト位置へ向けて操作される場合には、ディテント荷重が
低い値に維持されるように制御される。一方、操作レバーＬが中立シフト位置から前進シ
フト位置又は後進シフト位置に向けて操作される場合には、ディテント荷重が高い値に維
持されるように制御される。この場合でも、ディテントローラ５１がフォワードノッチＦ
ｎ及びリバースノッチＲｎに嵌り込む位置におけるディテント荷重は低い値となるように
制御されることが好ましい。
【００９１】
　このようにアクチュエータ５４が制御されることにより、シフト位置を前進シフト位置
から後進シフト位置に切り替える際に、操作レバーＬの操作荷重が中立位置Ｎで大幅に増
大する（図１０Ｂ参照）。従って、操縦者による高速航行時におけるシフト切替操作が未
然に防止される。このように高速航行時におけるシフト切替操作を未然に防止する観点か
ら、操作レバーＬの最大操作荷重は、操縦者が容易にシフト切替操作を行うことができな
い程度の大きさに設定されることが望ましい。なお、上記制御は、シフト位置を前進シフ
ト位置から後進シフト位置に切り替える際にのみ実行するように行っても良いし、シフト
位置を後進シフト位置から前進シフト位置に切り替える際にも行っても良い。
【００９２】
　以上、船舶Ｖが、予め定められた船速以上の速い速度を維持していることを前提として
説明した。しかし、アクチュエータ５４が作動してディテント荷重が増大しているときに
、船速が低下することもある。このような場合には、ディテント荷重の制御は、図９に実
線で示した状態から、破線で示した状態に移行する。即ち、船速が所定値未満になるとア
クチュエータ５４はオフ状態となってディテント荷重を減少させるように制御される。従
って、操作レバーＬの操作荷重は、図１０Ａに示すような状態となる。
【００９３】
　なお、上記実施形態では、第二電子制御ユニットECU2がエンジン回転数の情報（速度情
報）を第一電子制御ユニットECU1に送信し、この第一電子制御ユニットECU1がエンジン回
転数の高低を判断している。しかし、この第二電子制御ユニットECU2にてエンジン回転数
の高低を判断し、第一電子制御ユニットECU1から第二電子制御ユニットECU2へ前後進切替
機構３の駆動装置１６に動作制御情報を送信するようにしても良い。この場合、第二電子
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制御ユニットECU2では、受信した動作制御情報に基づいて前後進切替機構３の駆動装置１
６を駆動制御する。
【００９４】
　また上記実施形態において、船舶Ｖの船速は、エンジンＥの回転数に基づいて決定され
ている。もっとも、本発明においては、船速を船舶速度検知装置によって実際に測定し、
その実測値を用いてアクチュエータ５４を制御しても良い。船舶速度検知装置として、例
えば、船体Ｈに装備されたピトー管、ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）
、バドルホイール等を例示できる。これらのうちいずれか１つの装置を用いて船速を決定
しても良いし、これらの幾つかを組み合わせて船速を決定しても良い。あるいは、エンジ
ンＥの回転数によって推定した船速を、上述したいずれかの速度検知装置によって補正し
、その補正値を船速としても良い。
【００９５】
　また上記実施形態においては、船速に基づいてアクチュエータ５４を制御して操作レバ
ーＬの操作荷重を変更することによって、高速航行時におけるシフト切替操作を未然に防
止している。しかし、本発明は、実際のシフト切替操作をエンジンＥの回転数が予め定め
られた値まで低下した時点で行う制御と組み合わせても良い。
【００９６】
　上記実施形態において説明した制御は一例である。要するに、本発明は、制御部６０が
、船舶Ｖの船速に基づいてアクチュエータ５４を制御するものであれば、他の各種制御を
許容するものである。
【００９７】
　図１１は、本発明に係る一実施形態における船舶推進装置の遠隔操作方法のフローチャ
ートを示す。ステップＳ１で、船速を検知する。次に、ステップＳ２で、検知した船速が
予め定められた所定値以上か否かを判断する。検知した船速が、所定値未満であれば（Ｓ
２でＮＯ）、ステップＳ３で、ディテント荷重を低く制御する。例えば、アクチュエータ
５４をオフの状態に維持する。そしてルーチンはステップ１に戻る。
【００９８】
　一方、ステップＳ２で、検知した船速が所定値以上であれば（Ｓ２でＹＥＳ）、ステッ
プＳ４に進む。ステップＳ４では、操作レバーＬの位置が検知される。そしてステップＳ
５で、『操作レバーＬが前進シフトアウト位置Foutと後進シフトアウト位置Routとの間の
範囲にある』か否かが判断される。操作レバーＬが前記範囲内にあると判断されると（ス
テップＳ５でＹＥＳ）、ステップＳ６でディテント荷重F(t)を高く制御し、ステップＳ１
に戻る。
【００９９】
　一方、ステップＳ５で、操作レバーＬが前記範囲内にないと判断されると（ステップＳ
５でＮＯ）、ステップＳ７に進む。ステップＳ７では、『ディテント荷重F(t-1)が高く制
御されていた、かつ操作レバーＬが前進シフトアウト位置Foutと前進シフトイン位置Fin
との間の範囲にある』か否かが判断される。ステップＳ７で上記条件が満たされると（ス
テップＳ７でＹＥＳ）、ステップＳ６でディテント荷重F(t)を高く制御し、ステップＳ１
に戻る。
【０１００】
　一方、ステップＳ７で、上記条件が満たされないと（ステップＳ７でＮＯ）、ステップ
Ｓ８で『ディテント荷重F(t-1)が高く制御されていた、かつ操作レバーＬが後進シフトア
ウト位置Routと後進シフトイン位置Rinとの間の範囲にある』か否かが判断される。ステ
ップＳ８で上記条件が満たされると（ステップＳ７でＹＥＳ）、ステップＳ６でディテン
ト荷重F(t)を高く制御し、ステップＳ１に戻る。ステップＳ８で上記条件が満たされない
と（ステップＳ７でＮＯ）、ステップＳ３でディテント荷重F(t)を低く制御し、ステップ
Ｓ１に戻る。
【０１０１】
　操作レバーＬの操作荷重は、上述したように、アクチュエータ５４を制御することで行
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うことができる。このアクチュエータ５４の制御のタイミングは、必要に応じて適宜設定
される。アクチュエータ５４は、単にオン・オフ制御しても良いが、例えばアクチュエー
タ５４の可動部５４ｃの突出量を連続的に又は不連続的（段階的）に調整するように制御
しても良い。
【０１０２】
　また上記実施形態においては、接触部材としてのディテントローラ５１を、操作レバー
Ｌに連結された回転部材３２の径大部３４の外周面３４ａに接触するように配置している
。またノッチＦｎ、Ｎｎ及びＲｎを上記外周面３４ａに形成している。しかし、接触部材
としてのディテントローラ５１を回転部材３２における回転軸線Ｘ方向の端面に接触する
ように配置しても良い。この場合、ノッチＦｎ、Ｎｎ及びＲｎは、回転部材３２における
回転軸線方向の端面に形成される。
【０１０３】
　また上記実施形態においては、接触部材としてディテントローラ５１を用い、このディ
テントローラ５１が、回転部材３２に形成されたノッチに嵌り込むことにより、操作レバ
ーＬの操作荷重を制御するものとした。しかし、本発明においては、接触部材を非回転式
のものとして回転部材３２との間の摩擦力をアクチュエータ５４で制御するものとしても
良い。
【０１０４】
　ここに用いられた用語及び表現は、説明のために用いられたものであって限定的に解釈
するために用いられたものではなく、ここに示され且つ述べられた特徴事項の如何なる均
等物をも排除するものではない。本発明は、請求項に記載された範囲内における各種変形
をも許容するものであると認識されなければならない。
【０１０５】
　本発明は、多くの異なった形態で具現化され得るものであるが、この開示は本発明の原
理の実施形態の例を提供するものと見なされるべきである。それら実施形態は、本発明を
ここに記載しかつ／又は図示した好ましい実施形態に限定することを意図するものではな
いという了解のもとで、ここに記載されている。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、ボート等の船舶における船体の船尾に取り付けられた船外機等の船舶推進装
置を例えばその船舶のコックピット等で遠隔操作するための船舶用遠隔操作装置として好
適に用いられる。
【符号の説明】
【０１０７】
１　　　　船舶推進装置（船外機）
３　　　　前後進切替機構
３ａ　　　駆動ギア
３ｂ　　　前進ギア
３ｃ　　　後進ギア
３ｄ　　　ドッグクラッチ
３０　　　遠隔操作装置
３２　　　回転部材
５０　　　操作荷重付与機構
５１　　　接触部材（ディテントローラ）
５３　　　弾性部材（ディテントスプリング）
５４　　　アクチュエータ
６０　　　制御部
Ｅ　　　　エンジン
Ｈ　　　　船体
Ｌ　　　　操作部材（操作レバー）
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Ｔ　　　　船尾
Ｖ　　　　船舶
Ｘ　　　　回転軸線
Ｆｎ     　 凹部（フォワードノッチ）
Ｎｎ     
凹部（ニュートラルノッチ）
Ｒｎ　   
凹部（リバースノッチ）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】
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